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ラテン ・アメ リカにおける労働組合の特質 と問題点

ボ リビァを接近材料 として

岡 部 史 信

は じめ に

本稿の 目的 は,ラ テ ン ・アメ リカ全体 にお ける労働法 お よび労働運動発展の

素地の特 質 を概観 し,同 地域 における労働組合の特質 と問題点の本質 とは何か,

について批判 的に把握す ることであ る。その接近手段 として,本 稿 では,ラ テ

ン ・アメ リカの労働法 の,労 働組合運動 との関連 における史的形成過程の把握

に留意 した。そ して特 に,労 働 組合 の特質お よび問題点の所在 を,法 制度的側

面 と社会経済的側面 の二点か ら,明 確 にす ることを課題 とした。その作業のた

め に,本 稿で は特 にボ リビアを分析 ・考察の具体的材料 とした。 これ は,現 在

ボ リビアが,ラ テ ン ・アメ リカ内部 においてだけで な く,世 界 的な レベ ルで把

握 して も最 も発展の遅 れている国の一つ1)で あるこ とに起因す る。 この原因が,

労働組合 の形成 ・発展 の可能性 とい う視点か ら,い かなる理 由および背景 に基

づいているのか明確 にす ることで,ボ リビアにおける労働組合 お よびその運動

の概括 的な傾 向性 を,さ らにラテ ン ・アメ リカ全体 に共通の阻害原因 をつか む

こ とがで きると考 えたか らである。

1}AgenciaEFE,ANUARIOIBEROAMERICANO,'91,pags.49-60(1991).

RegionalSurveyoftheWorld,SOUTHAMERICACENTRALAMERICAAND

THECARIBBEN1993,p.115(1993).
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ラテ ン ・ア メ リカにお ける労働 法の生成

ラ テ ン ・ア メ リカ に お け る 労 働 法 の 特 質

世 界 の労働 法発 展 の歴 史 を振 り返 る に,ほ とん ど例 外 な く,市 民 法社 会=国

家 で は,す べ て の雇用 ・労働 関係 は,本 源 的 に契 約 法上 の イデ オロギ ー に派生

し,個 別 ・具体 的 にそ の一 部 とみ な され て きた1)と 概 観 し得 る。 ゆ えに こ う し

た社 会 で は,雇 用 ・労働 関係 の大 前提 と して市 民 法典 が,ま た個 別 ・特 殊 的 な

場 合 には商法 典 あ るい は刑 法 典 が適 用 され,労 働 者 は,原 則 的 に 〔労働 者 〕賃

貸 借 契 約(locatiooperaum)な い し請 負 契約 に よ る規 制 を余儀 な くさせ られ て

い た2)。当然,こ う した抽 象 的法 的 人格 の平 等 を論理構 成 とす る ブル ジ ョワ ジ0

の虚偽 理論 は,労 働 者意 識 の熟成 と労働 組 合 運動 の高揚 と と もに,次 第 に種 々

の社 会現 象 の 前 に歪 み を露 呈 し,こ の論 理 の擁 護 者 を して修正 ・改 正 を迫 られ

る結 果 とな った。 そ して,労 働 運 動 の積 極 的 な展 開 と国家 の労 働 政 策 の均 衡 の

上 に,具 体 的 な人 間 を論 理構 成 の前提 とす る独 自の法体 系 が徐 々 に世界 的 に整

備 され て きた ので あ る3)。

大枠 にお い て世 界 の労働 法 の発展 過程 をこの よ うな もの と把 握 して ラテ ン ・

ア メ リカの そ れ を考 察す る な ら,そ れ は,次 の よ うに把握 す る こ とがで きる。

ラテ ン ・ア メ リカ は,周 知 の ご と く,一 六世 紀 以 降 お よそ 三 〇〇年 間 に わた る

被 植 民 地 支配 を,ヨ ーロ ッパ,特 にスペ イ ンとポ ル トガル か ら受 け,そ の後独

立 を達 成 して以 後 は アメ リカ合 衆 国 の影響 を強 く受 け た。 そ の典型 と して観 察

され るの は,例 え ば メキ シ コで あ る。メキ シコで は,一 五 ニ ー年 以 降,ヌ エ バ ・

エ スパ ーニ ャ(NuevaEspana)植 民 地 支 配 を受 け,ス ペ イ ンの 強力 な支 配 下

に従 属 させ られ,政 治機 構,法 思想,経 済制 度 な どで ス ペ イ ン本 国 の多大 な影

響 を受 け る こ と とな った 。実 際 に メキ シ コで最初 に施行 され た憲法 は,一 九七

一 年 の フ ラ ンス憲法 の影響 を多 分 に受 けた革新 的 な傾 向性 を持 つ スペ イ ン王 国

憲 法(LaConstituci6nPoliticadelaMonarquiadeEspana,別 名 カ デ ィス

憲 法LaConstitutiondeCadiz4))で あ った5)。 そ の後,ア メ リカの独 立 戦 争,

フ ラ ンス革命 の思 想 に感 化 され,一 八ニ ー 年 一 〇月 に完 全 な独 立 を達 成 したの
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で あ る。 そ して一 九二 四年 一 〇月 四 日に誕 生 した メキシ コ合 衆 国憲 法(La

Constituci6nFederaldelosEstadosUnidosMexicanos)は,イ デ オ ロギーで

はアメ リカ合衆国憲法 に近 く,し か し形式 においてカデ ィス憲法 に近い もの と

評 され るものであった6)。 そ してこの傾 向は,あ か らさまな顕在化 こそみ られ

ないが,し か し現在で も存続 していることが うかが えるのであ る。 この ように

労働 法 に限 らずその他の法制度 も,ア メ リカ合衆 国の法概念の影響 を強 く受 け

つつ,か つ被植民支配か ら続 くローマ法 を根強 く継承 しつつ,急 速 に近代社会

の形成 に向けて歩 み出 しているのである。 しか し,そ れ は,独 立 を達成 して直

後 に整備作業がすす め られた ものであるがゆえに,労 働 法の意義ない し労働組

合 の必然性 を充分 に理解す るこ とな く,政 策上の産物 として発生7)さ せ られた

ものであった。 こ うした背景が現在 のラテ ン ・アメ リカの労働 法お よび組合 を

考察す る上で決定的な要素 となっている。す なわち現実的には,事 実上の社会

基盤が整備 されてお らず,か つ人々の法意識 も成熟 しない うちに,外 か らの移

植 の形で法制度が導入 されているのである。つ ま り類型的 には,現 実 の杜会 ・

経済基盤 に根差 していない法制度であ り,通 常の法制度がその一定の枠組みの

社会 の秩序維持 に作用す る 目的を持つ とする観点か らは,法 に よる社会の形成

作用 を重視 した政策的色合の濃 い特殊 な法=支 配構造 と位 置づ けることがで き

るのである。 したが って,労 働法の場合,そ の原理は明 らかに現代社会 におけ

る固有 の労働法であ るが,そ れを現実 に推進す る力は,多 分 に国家の労働政策

に比重が置かれるのであ り,労 働運動 は二次 的な役割 を果たす に過 ぎないので

あ る。 ただ し労働 法発展のベク トル は,ラ テ ン ・アメリカ各国で対立 な どもあ

り各 国独 自の路線 を歩 みだ した歴史な ども観察 されるが,総 じて世界 の先進各

国の労働 法発展の軌跡 を追跡 してい るといえそ うである。

1}cf.,CarroIgelmo,A.J.,HISTORIASOCIALDELTRABAJO,(1986).

2}PerezAmoros,F.,"ELTRABAJADORCOMOSUJETODELDERECHO

DELTRABAJOESPANOL,REVISTADEPOLITICASOCIAL,num.133,

pags.86-一 一89,(1982).

3)cf.,GarciaFernandez,M.,LAFORMACIONDELDERECHODELTRABAJO,
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(1984).

4)山 田 信 彦 『スペ イ ン法 の 歴 史 』223ペ ー ジ,(1992)。

5)中 川 和 彦 『メ キ シ コ憲 法 の 諸 問 題 』7-8ペ ー ジ,(1985)。

6)同 上,9ペ ー ジ。

7)も ち ろ ん 世 界 各 国 の 労 働 法 生 成 の 歴 史 をみ て も,そ れ が 程 度 の差 こそ あ れ,政 策

上 の産 物 で あ る こ と は否 定 で きな い 。 た だ ラ テ ン ・ア メ リ カ の場 合 は,そ の 傾 向

が よ り強 力 で あ る。

cf.,BorrajoDacrus,E.,"PrespuestosCriticosparaelEstudiodelDerechodel

Trabajo,REVISTADEPOLITICASOCIAL,num.33,(1957}.

ラテ ン ・ア メ リカ に お け る労働 法 の 編 纂

一九三〇年代 か ら四〇年代 にかけて ラテ ン ・アメ リカ各 国で は
,労 働法典編

纂 の気運が高 まり,現 在 そのほ とん どの国で,包 括的でかつ射程範囲の広 い労

働法典 を保持 す るに至 っている1)。 一九八〇年代 まで に,そ の例外であ ったの

は,ア ルゼ ンチ ン ・ペルー ・ウルグアイ ・キューバであ った。キ ューバ は,周

知 のご とく革命以後 ラテ ン ・アメリカにあっては異質な社会主義路線 を突 き進

む ことにな り,他 の国家 と比 して多少特殊 な状 況下 に置かれている2)。 しか し

他 の三国では,こ れ まで数 回に渡 り労働法編纂作業が試 み られて来てい る。当

面 これ らの国で は,そ の他 の各国の労働法典 に匹敵す る命令や基本法が,労 働

に関す る諸関係 を規律 ・規制す る役割 を担 ってい る3)。

ラテ ン ・アメ リカで労働法典が公布 された時,大 部分 の国家 は,主 と して農

業経済が中心であ った。 したが って労働法適用の中心 となる賃 労働者の絶対数

が極 めて希少 な状態であ った。 このためデ ュー ・プロセス を通 じて,す なわち

立法あ るいは議会手続 きを通 じて労働立法 を創設 した国家 は,ほ んの極一部 に

過 ぎなか った。つ ま り労働法概念 にお ける社 会的正義 の諸原則 の内容 は,自 国

の労働者階級 の権利意識 の向上や労働運動の影響力の反映 も当然であ るが,実

質的 に各 国家の温情 ない し譲歩 によって決定 されたのであ り,す なわ ち労働 政

策的配慮 の産物 であった。労働立法公布 に至 る際,各 国の労働組合 は,既 存 の

社会機構 を否定す る運動 を展 開 した。上述の ような社会状況 さらに労働組合の



ラテン ・アメリカにおける労働組合の特質と問題点247

運動面で も理論面で も未発達 であった段階では,労 働組合 は,労 働法典 の編纂

を進める際 に,極 めて制 限 された役 割が付与 されたに過 ぎなか った。それ どこ

ろか現在 に至 るもなお,労 働組合の結成時 ない しその活動 に種 々の規制が課せ

られてい るのである。

現在大部分の ラテ ン ・アメ リカ諸国で は,上 述 の ように,労 働法典 の制定 ま

では成功 している。 しか しなが らその具体的 な運用 については,充 分 に機能 し

ていないのが現実 である。 この傾 向性 は,各 国 とも国内全般 に渡 る問題である

が,特 に都市部以外 の地域 において著 しい もの となってい る。 これ には,各 国

とも,地 方 における労働問題一般 に関す る専 門家の不足,教 育水準の立 ち遅れ,

これに伴 う非熟練労働者 の余剰が原 因となっている。 こうした原 因が,都 市部

と地方の隔差 をよ り一層深刻 なものに してい るだけで な く,労 働法 の浸透 や発

展 それ 自体 をも阻害 しているのである4)。

1)Karst&Rosen,LAVVANDDEVELOPMENTINLATINAMERICA,p.57,

(1975).

2}"PostwarConditionsandtheStruggleoftheCubanPeople,PoliticalAffairs,vol.

25,pp.174-190,{1946).

3)Colbert/Nun,LATINAMERICANLAVVANDINSTITUTION,p.473,{1982}.

4)ld.,p.474.

ラテ ン ・ア メ リカにお ける労働組合運動 の発生

ラテ ン ・ア メ リカの労 働 組合 運 動 の展 開 は,大 き く次 の三期 に分 類 す る こ と

が 最 も0般 的 で あ り1),か つ 最 も正 確 で あ る と思 わ れ る。

そ の最 初 の形態 は,土 地所 有者 と組合 さ らに組 合 員 間 の相 互扶 助 主 義 に基 づ

く共 済 型組 合(LasMutualidades)の 発 生 で あ る。 こ う した初 期 の形 態 が,続

い て抵 抗 主 義 思 想 家 に よ って先 導 され た抵抗 主義 運動(LasResistencias)と

接 近 す る よ うにな り,次 第 にそ の活 動 を戦 闘的 な 内容 へ と変 質 させ て い った。

そ して最後 に労働 法 的 な意味 にお ける労働 組 合へ と移 行 した ので あ る。

共 済 型組 合2)は,ラ テ ン ・ア メ リカが まだ被植 民 地 支配 を受 けて い た時期 の
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後期,一 九世紀 中頃か ら,労 働運動 の萌芽の兆 しが ラテ ン ・アメ リカの他 の諸

国に比 し相対的 に早 かったメキシコ3),ア ルゼ ンチ ン4)に おいて,そ の初期形

態 が発生 した。スペ イ ン ・ポル トガル を中心 とす る搾取勢力 による植民 地支配

か ら一九世紀 中頃 まで,ラ テ ン ・アメ リカ全 般 にわた ってその経済生活 の中心

は,ラ テ ィフ ンデ ィオ(ElLatifundio)と 呼ばれた大土地所有制主導 の農業経

済であ り,こ の他 には,ほ んの極僅 かに極小規模 な家内工業が存在 していた に

過 ぎなかった。 ゆえにそこで労働 に従事 する者 は,労 働 それ 自体だ けで な く労

働環境その他一般生活 まで も,土 地所有者 に対 して依存=従 属 の関係 に置かれ

ることを余儀 な くされていたのである。 ゆえにこうした時期 に発生 した共済型

組合 は,組合員の出資 を主要財源 として,医療援助 ・傷病 に係 わ る費用の支払 ・

死亡の際の葬祭費の負担5),さ らには図書館 の設立等,単 に労働問題 に係 わる

内容 のみ をその業務 とす るのではな く,広 く組合員の生活全般 を補完す る役割

を担 っていた。 しか もそ うした活動 の一切 は,本 来的 に所有者 の完全 な温 情主

義 に基礎 を置 くものであ った。 したが って労働 者側 も,労 働組合 の概念 自体が

理解 されていなか った背景 もあるが,労 働組合であるとい う意識が希薄であ り,

この組合 を単 なる生活協 同組合 的な組織 と考 えていた と思 われ る。

その後 ラテ ン ・アメ リカは,一 九世紀後半か ら二〇世紀前半 にかけて,産 業

主義(ElIndustralismo)を 経験 した。世界各国の産業化 の過程の例 に漏れず,

ラテ ン ・アメ リカで も,こ うした急速な産業化 は,急 速 な輸出主導型経済 の拡

大や都市化 の進展 さらに第三次産業部 門の成長 を成 し遂げ る強力 な契機 となっ

たが,そ の0方 で莫大 な数の非熟練労働者 を産 出する こととな った。 こうした

非熟練 の単純労働 者たちは,こ れまでの ラテ ィフ ンデ ィオか ら徐 々に解放 され

ることとなったが,今 度 は新 たに,利 潤追求 を第一義 としブルジ ョワ理論で武

装 した企業 とい う形態 に従属 を余儀 な くされ,さ らに苛酷な労働条件下で労働

す るこ とを強制 され搾取 されることとなった。 こう した状況下で は,本 来的に

土地所有者の温情 と共同体 的性格 を持 っていた共済型組合で は,適 切 な行動 を

取 るこ とが不可 能であ った。必然 的に労働者たち,特 にラテ ン ・アメ リカでは

印刷 業や食料 品業 な どの業種 の労働者たちは,自 己防衛 のために組織 を形成 ・

強化 し,さ らに他の組織 との連合体 を結成 しつつ,そ の一方で次第 に過激論者
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の思想及 び理論 に傾 倒 してい った。す なわち,こ の当時の特 にアナ ルキス タ

(LasAnarquistas)の 運動 を中心 と した ヨーロ ッパの思想 に多大 な影響 を受 け

つつ,労 働組合運動 を急進的 ・暴力 的理論及 び行動 を肯定 した抵抗主義運動 と

緊密 な関係 を保 ちつつ,そ の中身を変容 させ てい ったのであ る6)。 こうした運

動 の主要 目的 は,産 業主義の反射 として現出 した劣悪 な労働条件の可及的速や

か な改善 であ った。 したが って この 目的達成 の手段 として,し ば しば企業単位

で 同盟罷業 を中心 とした直接 的な団体行動 を採 った り,ま た特 に労働 条件が劣

悪 な産業 に対 しては,そ の産業全体 に渡 るゼ ネス トを断行 した。 こうした事態

に,各 国政府 は,厳 しい弾圧政策で対処 した。 このため次第 に過激 な手段 を採

る運動 は下火 とな り,元 々明確 な労働運動 の理論 を有 していなか った労働運動

それ 自体 も弱体化 していったのであ る7)。

ラテ ン ・アメリカでの本格 的な労働組合運動 の展 開の素地 は,ヨ ーロ ッパか

らの移民労働者 の流入 によって基礎 づけ られた。す なわち ヨーロ ッパか らの移

民労働者 たちが,ラ テ ン ・アメリカに自らの労働力 だけで な く,労 働 問題 に関

す る国家 ・使用者 ・労働者 それぞれの側 の政策上 の手法 をもた らせ たのであっ

た8)。 その後今 日に至 まで多 くの社会立法が整備 され,個 別具体 的な基本 的労

働条件 の規制が明確 に されて きた。 これ ら立法の総体的な特質 は,労 働争議 に

入 る前段 階に,政 府 に最終的な調停 お よび仲裁の機能 を付与す ることで,団 体

交渉 による問題解 決の 円滑化 を計 ることが意図 されていることか ら も明確 に う

かが えるように,団 体交渉中心主義 にある。

こうした史的変遷過程か ら,ラ テ ン ・アメ リカ諸 国の労働組合運動 の特 質 と

して,次 の ことがいえそ うである。すなわち,そ れ は,本 源 的に強力 な政治 的

ない し思想 的背景 を起源 としている とい うことであ る。つ ま り,ラ テ ン ・アメ

リカにおける労働 運動 の発生 は,そ の当時の社会構造 の変革 を,あ るいは労働

者やその家族 の劣悪な労働 ない し生 活条件の改善 を目的 とした抗議行動の発現

とい える ものである。 ラテ ン ・アメ リカでは,大 多数の人 々が低水準 の生活条

件 にさらされているのが実情 であ り,し たが って必然的にそ こでの労働運動 は,

概 してその本源的な政治 的ない し思想的性格 を堅持 し9),さ らに また現実生活

の急激な改革 を目指すがゆえに,急 進的な行動 を展 開す る性格 を帯 びている と
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思 われ る。 しか しその一方で ラテ ン ・アメ リカの労働組合 は,そ の 目的実現の

ために,多 くの場合,そ の時々の政府 ない し強力 な政党 と癒着 し,多 大 な影響

を受 け,そ の運動 も左右 される傾 向にある。 この ことは,逆 に組合 に対 峙す る

側 の論理 に立 てば,強 力な規制 ない し取締 を必要 とす ることになるであ ろう。

ラテ ン ・アメ リカでは,組 合側お よび国家 ない し使用者側双方共に,労 働法 さ

らに組合 および運動の意義 と論理 を再確認す ることが最重要課題で はないか と

思 われ る。

以下,ボ リビァを例 として,具 体 的な状況 を分析す る。

1)現 在 わ が 国 の ラ テ ン ・ア メ リ カ 研 究 者 の 間 で も,こ う し た 分 類 が ,一 般 的 で あ る

と 思 わ れ る 。 本 稿 で は,MelgarBao,R.,ELMOVIMIENTOOBRERIOLATI-

NO-AMERICANO,(1988)を 主 と し て 参 考 に し た 。

2)Melgar,pags.23--92.

Colbert/Nun,p.493.

3)cf.,LopezAparicio,A.,EIMovimientoObreroenMexico,antecedentes,desarrol-

toytendencias,(1968).

4}Paimeiro,J.,"TheTradeUnionMovementofArgentine,"InternationalTrade

UnionMovement,vol.5,pp.121-123,{1925).

Romualdi,S.,"ArgentineLaborandPeron,AmericanFederationist,"vol.52,pp.

19-21,{1945).

5)Colbert/Nun,p.493.

fi)Melgar,pags.93-209.

7}ld.

Golbert/Nun,p.493.

8}ld.

9)Alba,V.,POLITICSANDTHELOBORMOVEMENTINLATINAMERICA,

p.336(1968).
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ボ リビアにお ける労働組 合発 展の可能性1)

ボ リ ビア に お け る現 行 憲 法 お よ び労 働 関 係 法 に つ い ての 概 観

ボ リビアでの最初 の憲法 は,ボ リビアが独立 を宣言 し,〇 八二五年 に共和 国

を誕生 させ た翌年の一八二六年 一一月八 日に公布 された。 しか しその後の国内

外 におけ る内乱,革 命,隣 国 との紛争,お よびそれ らの相乗効果 に よる混乱期

を経 験 し数 回 にわたる改 正が な された。現行 ボ リビァ憲法(LaConstituci6n

Boliviana)は,一 九 六七 年 に改正,施 行 された ボ リビア史上 第一 四番 目の憲

法である。では,労 働 関係 条項 を中心 にその内容 を整理す る。

基 本原理 として,法 律で規制す る外 国人 に関す る政治 的性質 を有す る一定の

権利 につ いての例外措 置 を除 き,す べ ての住民(国 民お よび市民)の 政治的 ・

法律 的 ・社会的 ・経済的平等 を宣言す る。ただ し,そ の達成の手段 は,多 分 に

国家主義的性格 を帯 びているのが注 目に値す る。す なわち,全 住民 の基本的人

権 を承認 し保障 しているが,個 人の 自由につ いて は社会的正義実現 の視点か ら,

公 共の利益 に従属する もの と認識す る。 したが って,必 然的 にその憲法 は,経

済的側面 にお ける国家介入主義 の採 用,労 働 と資本の均衡 を企 図 した強制的経

済政策の採用,労 働 の権利 と 「義務」の強調,国 家的保護政策の下での労働者

権保護 のための労働 立法 の確立 を内容 とす る もの となってい る。

この うち特 に労働 に関する一般 原則 に係 わる規定 について は,次 の ように整

理す るこ とがで きる。一つ は,平 等原則 か ら派生す る 「奴隷制」廃止 の明確化

である。 これによ り,「すべての人」が,「 正当 な報酬」の支払い を受 けること

な くして,ま た,そ の者 の 「同意」 な くして,「 労務 の提供」 を 「強制」 され

るこ とが ない とされ る。 したが って,す べ ての人 は,「 公共 の利益 」 に反 しな

い限 りにおいて,自 由に 「労働」,「商業,工 業」 に従事す る 「権利 」 を有す る

のである2)。 二つめ は,労 働義務の明確化 と経済政策基盤の確立であ る。 これ

に より,「労働 は義務」であ り「社会経済秩序の基礎 」であるこ とが宣言 される3)。

社 会経済秩序の基礎 を確 立するため,「 経済制度」が,す べ ての住人 の品格 あ

る生活 を保障す る 目的で,「 社 会正義 の原理」 にこた え得 る もので なければな
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らな い4)と 基 準 が設 定 され て い る。 そ して この こ とか ら,「 労働 お よ び資 本 」,

労 働 に関す る個 別 具 体 的 な諸 規 定,「 国家 の人 的資 本 」 の保護i主義,「 社 会事 業

お よ び扶 助 」 に関す る国 の義務 が認 識 されて い る5)。 三 つ め は,団 体 に関す る

規 定 で あ る。 す な わ ち,人 は公 共 の利 益 に反 しな い限 りにお い て 自由に労働 に

係 わ る一切 の活 動 を遂 行 す る こ とが可 能 で あ るか ら,当 然 「団結 」 が承 認 され

る こ と とな る。 この憲 法 で は,原 則 と してす べ て の人 が公 共 の安寧 に反 しない

限 り 「団結 」 す る こ とが で きる と規 定 され,よ り具体 的 に 「企 業主 の団結 の 自

由の保 障 」,「労 働 者 」 の 「組合 組 織 」 が保 障 され,同 盟 罷 業権 も 「適法 な権 利

の行 使 」 と して確 立6)さ れ て い る。

こ う した原 則 を基 盤 と し,ボ リ ビアで は数 々 の労働 に関 す る法律 ・規 則 ・命

令 が 存在 す るが,未 だ一部 を除い て,精 緻 な組織 化 が な され て いな い。 現在 の

とこ ろそ の 中心 は,一 九 四三 年 五月 二 四 日の政令 に よ り制 定 され た労働 一般 法

(LaLeyGeneraldelTrabajo)お よび一 九 四三年 八 月二 三 日の政 令 に よる労働

一 般 法 施 行 規 則(LaReglamentaciondelaLeyGe
neraldelTrabajo)さ ら に

一 九五 六年 一 二月 一 四 日の社 会保 障法(LaLeydeSeguridadS
ocial)で あ る。

労 働 組 合 に関す る規 制 も,労 働 一 般 法お よび施 行 規則 の なか で その大 枠 が 規制

され て い る。 で は,労 働 組 合 発 展 の可 能性 とい う視 点 か ら,そ の制 度 お よ び特

徴 点 を整 理 す る。

まず,労 働 組 合 の結成 につ い て で あ る。 労働 関係 に参 入 す る者 は,使 用 者 で

あ れ労働 者 で あ れ,す べ て の人 が,原 則 と して 自由 に組 合 に加 入 し,あ るい は

組 合 を結 成 す る こ とが で きる と規 定 され てい るの は上 述 の通 りであ る。 そ の組

合 も,職 業別,産 業 別,企 業別 た る とを問 わ れ な い。特 に ボ リビァで は,使 用

者 と労 働 者 の対 角線 的 な協 同型 組 合 の存 在 が承 認 され て い る こ とが注 目に値 す

る7)。 しか しなが らい くつ か の政 策 的 な規制 措 置 も講 じ られ て い る。 まず 官公

吏 は,そ の職種 お よび身分 にか か わ らず組 合 に加入 す る こ とが 認 め られて い な

い8)。 そ の例 外 は,現 在 の とこ ろ 「国営 の鉄 道 」 お よび 「銀 行 」,「 石 油独 占事

業 」,「電信 事 業 」 に従 事 す る被 用 者 お よび労 務 者,「 教 員 」 で あ る9)。 す な わ

ちそ の他 の現 業 公 務員 お よび非 現 業 公務 員 に は,労 働 組 合 結成 加 入権 が認 め ら

れ て い ない ので あ る。 そ して労働 組 合 も,職 業 別組 合 の場 合 に は二 〇人 以 下,
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産業別 あるい は企業別組合の場合 には一企業内の全労働者(被 用者,労 務者)

の半数以下で は組織 す ることが で きない とされている10)。また,こ うした個別

の労働組合 は連合体 あ るいは同盟 を組織す ることが可能であ る11)が,そ の理事

会 ない し当該組合 に対 して責任 を有する委員会 は出生 を基準 とす るボ リビア国

民で構成 されなければな らない とされている12)。さらに組合の結成 は,法 規 に

従 って設立 されるこ とを要 し,法 人格 を承認 されなければならない13)。これに

反す る場合 は,組 合 とは認 め られない。

次 に,労 働 組合 の 目的についてで ある。ボ リビアにおける労働組合 は,単 に

労働 者利益 の代弁 ・擁護者 としてだけでな く,協 同組合的性格 を重視 し,よ り

幅広 い集 団的利益 の擁護者 としての立場 が要求 されてい る。す なわち,「 労働

協約 を締結」 し,そ れ に基づいて発生す る 「権利 を擁護 し」,「義務 を履行 」す

ること,個 別的 「労働契約 か ら派生す る権利の行使 において組合員 を代表」す

ること,「 労働争議 特 に和解 お よび仲裁 の際 に組合員 を代 表」す ることは当

然 として,さ らに,「 雇用保険,相 互援助基金,職 業 あ っせ んセ ンター,職 業

訓練 セ ンター」な どの創設 の ような保障事業,「 職業学校,民 間図書館 」の設

置な どもその 目的 とされている14)。

三番 目に,労 使双方 の争議権 の行使 についてで ある。労働 の中断 は,「労働

者が法律の定 める要件 に従 った後,そ の権利防衛 の 目的で」遂行す る適法 な権

利 の行使 であ り,「調停 お よび仲裁 に関す る措置 が失敗 した場合,労 働 者 は同

盟罷業 を,使 用者 は事業所 閉鎖 を宣言す ることが で きる15)」。 ただ し,ボ リビ

アでは,そ の権利 の行使 は無制限ではな く,む しろ経済政策 との均衡 さらには

国家介入主義 の視点 か ら,か な り厳格 な一定の手続 を経 ることが義務づ け られ

ている。労使 間で紛争が生 じた場合 はつねに,団 体交渉 さらに国家機 関による

調停 お よび仲裁手続が前置 される16)。調停 は,労 働監督官が中心 とな り,労 使

双方 か ら同数 の代表者 によって構成 され る調停 委員会が行 う17)。調停委員会 は,

何 らかの一応 の結論 に到達す るまで解散 されない。調停が不調 に終わ った場合,

当該紛争 は,仲 裁裁判所 に委ね られる18)。仲裁裁判所 はその審理開始 か ら最大

限二二 日間内に採決 を下 さなければな らない19)。こうした一連 の手続 を経 るも

なお紛争が解決 しない場合,さ らに全労働者 の四分 の三以上 の者の賛成 を要件



254

と して は じめ て労働 組 合側 は同盟 罷業 を,使 用 者 側 はそ の対 抗 手段 と して事 業

所 閉鎖 を断行 す る こ とが で きる ので あ る20)。 これ に至 まで の 問,労 働 者 はそ の

役 務 を中断す る こ とは許 され な い。 中断 した場 合 は,い か な る理 由 が あ ろ う と

も違 法 行為 とみ な され る21)。 また特 筆 すべ きは,特 別 規則 に よ り政 府 が 強制 的

に労働 争議 を終 了 させ る可 能 性 が残 され て い る こ と22),さ らに争議 行為 中の組

合 脱 退 者 の権 利 が特 に明記 されて い る こ と23)であ る。

ボ リビアで は原 則 的 に労 働 組合 結 成権 お よび一定 の 前提 的手続 を要 す る も劣

悪 な労 働 条件 に対 抗 す る防衛 手段 と して の争 議権 が承 認 され,法 制 度上,一 応

の形式 は整備 され てい るか の よ う に見受 け られ るが,そ の具体 的 な運用 に当 た

って は重 大 な もの だ けで も次 の よ うな致 命 的 欠 陥が存 在 す る。

第 一 に,〔 労働 〕組 合 の結 成 に際 して,そ の資 格 要件 が 明確 で ない こ とで あ る。

自主性 お よ び民 主 性 の原 則 の保 証 措 置 が講 じ られ てい な い以 上,使 用者 に よる

様 々 な支 配介 入 さ らに御 用組 合 の結成 を防御 で きない 。第 二 に不 当 労働 行 為 に

関 す る規 定 の 欠如 で あ る。特 に使 用者 の介在 を認 め る組 合 にあ って はそ の存 在

が 曖昧 に な ら ざる を得 ない 。 第三 に労 働 争議 開始 に至 まで の手 続 が 複雑 で あ る。

最 後 に争 議 中 の脱 退 が認 め られ てい る こ とで あ る。上 述 の よ うに不 当労 働 行為

の 規 定 が欠 落 して い る以 上,エ ス キ ロ ール(ElEsquirol)と の 区別 が 困難 で

あ り,さ らに第二 組合 の発 生 な ど労働 組 合弱 体 化 の場 合 を阻止 し得 ない。 こ う

した法 制 度上 の欠 陥 を是 正 す る こ とが,労 働 組 合 の成 長 を促 進 す る に当 た って

急務 の作 業 で あ る と思 われ る。

と もあれ,こ う した合 法化 の承 認 を受 けて,現 在 ボ リビアで は,次 の よ うな

労働 組 合 お よび企 業 主連 合 が存 在 して い る。 国家 全体 の食料 需要 品 産 出量 の約

70%で あ る農 業 を維 持 す るた め に,特 に農 業 組 合(LaUnionAgricola)に 関

して は,特 別 法 に よ る規 制 が な され て い る。一 九 九一 年 現在 で,ボ リビアの 中

心 的労 働 組 合 組 織 は,ビ ク トル ・ロペ ス ・ア リアー ス(VictorLopezArias)

率 い るボ リビア労 働者 中央 組 織(LaCentralObreraBoliviana)で あ り,こ の

組 織 の なか に,多 くの連合 体 が 参 画す る形態 とな って い る。 そ の代 表 的 な連合

体 と して は,ボ リ ビ ア鉱 山 労働 者 組 合 連 合(LaFederationSindicaldeTra-

bajadoresMinoresdeBolivia),ボ リ ビ ア農 業 労 働 者 統 一組 合 連 合(LaCon一
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federaci6nSindicalUnicadeTrabajadoresCampesinosdeBolivia)で あ る 。

ま た,こ う し た労 働 組 合 に 対 抗 す る 勢 力 で あ る企 業 主 連 合 と して は,ボ リ ビ ァ

民 間 企 業 連 合(LaConfederaci6ndeEmpresariosPrivadosdeBolivia)が 結

成 され て い る24)。 ボ リ ビア の労 働 組 合 は,強 力 な 支 配 力 はす で に 過 去 の もの に

な っ た と は い え ポ プ リス モ(ElPopulismo)の 方 向 性 を受 け継 い で お り,す な

わ ち 現 在 で も な お 民 族 主 義 的 革 命 運 動(EIMovimientoNacionalista

Revolucionario)の 思 想 的 影 響 力 お よ び 支 配 力 が 根 強 く残 存 して い る こ とが う

か が え る25)。

1)ボ リ ビ ァ の 現 状 を 概 観 し 考 察 す る 手 段 と な る 文 献 と し て,Gonzalesbenavides,

L.,ASPECTOSCRITICOSDELAPOLITICAYLAECONOMIABOLI-

VIANA,(1985)を 主 と し て 参 照 し た 。

2)LaConstitutionBolivians(enadelante,C.B.)As.5,6.

3)C.B.,A°.173.

4)C.B.,A°.137.

5)C.B.,As.174,175,178.

6)C.B.,A。.176.

7)LaLeyGeneraldelTraba}o(enadelante,L.G.T.),A°.99.

LaReglamentaciondelaLeyGeneraldelTrabajo(enadelante,Reg.),A°.120.

8)L.G.T.,A°.104.

9)ラ テ ン ・ア メ リ カ 協 会 『ボ リ ビ ア 国 事 業 関 係 法 律 概 観 』221ペ ー ジ,(1963)。

10)L.G.T.,A°.103.

11)L.G.T.,A°.102.

Reg.,A°.133.

12)L.G.T.,A°.101.

Reg.,A°.138.

『概 観 』221ペ ー ジ 。

13)L.G.T.,A°.99.

14)L.G.T.,A°.100.
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Reg.,A°.136.

15}C.B.,A°.176.

L.G.T.,A°.105.Reg.,A.159.

16}L.G.T.,As.105-113.

17)L.G.T.,As.106,107,109.

18}L.G.T.,A°.110.

19)L.G.T.,A°.112.

20)L.G.T.,A°.114.

21}L.G.T.,A°.105.

22)L.G.T.,A°.113.

23}L.G.T.,A°.119.

24)AgenciaEFE,p.48.

25)Id.

ボ リ ビ ア の 社 会 経 済 状 態 に つ い て の 概 観

それ で は次 に,ボ リビア にお ける労働 組 合 の結 成 お よび その運 動 を支 え る背

景 的基 盤 の整備 状 況 につ い て概 観 す る1)。

ボ リビアで は,そ の全 人 口 は,一 九 九 〇年 中期 の統計 資料 に よれ ば,お よそ

七 四 〇万 人 と推 計 されて い る2)。 その 内訳 は,ケ チ ュ ア人(lasQuechuas)約

25%,ア イマ ラ人(LasAymaras)約17%と 大多 数 を占 め るが,約45%が そ う

した土 着原 生 部 族(LosAmerindios)で あ り,混 血(大 部分,LosMestizos)

が 約31%,ス ペ イ ン系 白 人 が約15%で あ る3)。 こ う した土 着 原 生 部 族 の なか

に は,現 在 で も貨 幣 経済 の素 地 す ら現 わ れて い な いケ ース もみ うけ られ る4)。

また,地 域 分 布 で は,都 市 部 に 占め る割 合 は,約51%で あ る。 そ して,そ れ以

外 の地域 で は,高 原 地帯 に土着 原 生部 族 が 集 中 してお り,農 業 や天 然資 源 の産

出 に可 能性 の あ る低 地帯 に労働 力 が不 足 して い る現状 とな って い る。 こ う した

地 域 的偏 在 を是正 し国 内産 業 の活 性化 に寄 与 す るため,こ れ まで世界 銀 行 主 導

の下 に何 度 か組 織 的移 住 計 画 が実 施 され たが成 功 して い ない5)。

産 業別 就労 人 口 をみ る と,全 労働 力 人 口の45.5%,す な わ ち約 半 数が,現 在
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で も農業 従 事 者 で 占め られ てお り,第 二次 産 業従 事 者 の割 合 は約20%,第 三 次

産 業 従事 者 の割合 は約34%に 過 ぎな い6)。 た だ し,農 業従 事者 の割 合 が高 い に

もかか わ らず,国 内総 生 産量 へ の寄 与 率 は20%未 満 に過 ぎな い。 これ は,農 業

従 事 者 の ほ ぼ全体 が 高 原 地帯 に生活 す る土 着 原生 部 族 を中心 と した各 地 に点 在

す る弱 小 零細 農 家 で あ り,自 家 消 費分 以外 の商 品生 産 に対 す る意欲 に乏 し く生

産性 も低 い こ と,農 業 生 産 の近 代化,か んが い施設,イ ンフ ラス トラ クチ ャー

が 立遅 れて い るこ と,技 術 お よび 情報 の欠如 な どに起 因す る もので あ り,加 え

て 各部 族 の民 族 帰属 意識 が 経済 活 動 の組 織化 さ らに労 働 組合 の大 規模 化 を困難

な ら しめ る要 因 とな って い る。農 業 に従 事 して い ない労 働 力 の大 多 数 は,一 九

八 八 年 の 統 計 で は,数 々 の大 都 市,す な わ ち,ラ ・パ ー ス(LaPaz)に 約 一

〇 〇万 人,サ ンタ ・クル ス ・デ ・ラ ・シエ ー ラ(SantaCruzdelaSierra)に

約 六 〇万 人,コ チ ャバ ンバ(Cochabamba>に 約 四 〇万 人,オ ル ー ロ(Oruro)

に約 二 〇万 人,ポ トシ ー(potosi)に 約 一 一 万 人,ス ー ク レ(Sucre)に 約 一

〇万 人 と7),ほ ぼ そ の全体 が 集 中 し,ボ リビアの貨 幣 経 済 を支 え る基 幹 産業 に

集 中 的 に従 事 して い る現状 とな って い る。

ボ リ ビァの 国家経 済 を支 える 中心 産 業 は,周 知 の ご と く一 七 世紀 ごろ まで ポ

トシー鉱 山 そ の他 の多 くの鉱 山都 市 が繁 栄 した歴 史 か ら もうかが え る よ うに独

立 の前 後 を通 じて 鉱業 で あ り,錫,硝 石,天 然 ガス な どの産 出品 目を中心 に,

一 九 九 一 年 度 の 集 計 で
,鉱 物 輸 出総 額 の約60%,全 輸 出総 額 の43%を 占 め て

い る8)。 た だ し,国 内の 主要 な鉱 山 は,国 営 の鉱 山公 社(COMIBOL)に 属 す

る もの とされ,同 公 社 が 主要 鉱 物算 出高 の約 半 数 を占 め,そ の他 は中小 の民 間

企 業 ない し小 規模 の零 細 企業 が そ の生 産 を行 って お り,非 常 に格 差 の大 きい現

状 とな って い る。

したが って都 市部 に お け る失 業率 は,近 年 で も,恒 常 的 に20%を 超 過 して お

り,一 九八 九年 に は,25%に まで達 して いる9)。 ボ リ ビア にお け る失 業 率 の高

さ は,国 内 の産 業構i造の脆弱 性 を反 映す る もので あ るが,さ らに教 育 水準 の低

レベ ル性 を反 映 す る もの となって い る。 やや資料 が古 いが,一 九七 六 年 の調 査

で は,一 五 歳 以 上 の就 業 可 能 年 令 以 上 の 国民 の文 盲 率 は全 国平 均 で 約37%,

こ の うち都 市 部 で は約15%で あ るが 農 村 部 で は50%以 上 と報 告 され て い る。
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しか も児童 の初等教 育へ の就学率 は全国平均 で約70%に 過 ぎず,農 村 部で は

60%を 下 回る数値 を示 している。都市部 と農村部 の格差 を助長 する状況 となっ

てい る。一九八八年現在で も,文 盲率 は,約20%に 達 してい るのであ る10)。

また,政 情 の不安定性 と経 済政策の失敗の相乗効果が,決 定 的な産業化の立

ち遅 れの現状 を反映する もの となっている。

政情の不安定性 につ いて は}ボ リビァは,独 立後す ぐ,一 八七九年 の太平洋

戦争 に敗退 し太平 洋側 をチ リに,一 九〇三年 にはアク レ地方 をブラジルに,さ

らに一九三八年 にはチ ャコ戦争 に破 れチ ャコ地方 をパ ラグアイにと,た ん に領

土 を失 っただけでな く,経 済主要地域 を次 々に外 国に割譲 され,国 内の政治経

済分野 に大打 撃 を被 った。 こ うした上層部 の政策に対 す る不満か ら,さ らに軍

部 と労働者の対立 か ら,独 立以降少 な くとも一八 〇回以上 の政変 を経験 してい

るのである。その最た るもの は,一 九五三年 に勃発 した民族主義的革命運動で

ある。 この革命 は,鉱 山労働者 を中心 とす る労働者お よび農民勢力の支持 を受

け,鉱 山労働 の国有化,ア シェ ンダ(ElHacienda)の 解体 をと もな う農地改

革 な どを実施 した。 しか しこの革命運動 もその後 の政情の不安定 な状況 か ら完

全 に崩壊 して しまった。現在 で も政情不安 は続 いている。特 に一九八 〇年 に組

閣 された ガル シア ・メーサ(LuisGarciaMezaTejeda)政 権 は,組 合活動 の

禁止,政 党活動の禁止,報 道管制 などの一連 の弾圧政策 を断行 し,国 内各方面

か らの不満 を増長 させ,さ らに外交関係 の悪化 を招 く事態 を引起 こ し,現 在 の

ボ リビアの混乱 を来す要 因 となっている。

こう した政治的混乱の なか にあって,現 在 のボ リビアで は,明 確 な経済政策

の方 向性 を打 出す ことさえ困難 な状況 にあ る。近年では,唯 一,一 九七一年 に

成 立 したバ ンセ ル(HugoBanzerSuares)政 権下 での政策が比較 的安定 した

国内経済状態 をもた らす ことに成功 した。それは,民 間経済活動の支援,外 国

資本 の導入 の促 進,賃 金の一次凍結,輸 入食料価格統制 を実施す るな ど,こ れ

までの社会主義的経済政策 を脱却する ものであった。 これ によ り,一 九七〇 年

か ら一九七八年 までボ リビアの経済 は,年 平均5.5%の 成長 を達成 した。しか し,

この政策 も,公 共投資,政 府消費支 出に依存す る率が高 く,国 内の民 間経 済活

動 の拡大 まで は見通せ る もので はな く,長 期的 な政策 には向か ない ものであ っ
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た。実 際,経 済成 長率 は一 九七 七年 か ら急 落 し始 め一 九 八 〇年 に は年 平 均0.8%

まで 落 ち込 み,加 えて 国際 市場 の低 迷 も拍 車 を駆 け,イ ンフ レ率 も一 九八 五 年

以 降 暴騰 を続 け,ス タ グフ レー シ ョンの状 況 とな って い るの で あ る11)。 しか も,

そ こ に は,一 部 富 裕層 とその他 の大 多 数 人 との 間 の極 端 な乖離 が み られ る ので

あ る。

1)cf.,GonzalesBenavides,L.,ASPECTOSCRITICOSDELAPOLITICAYLA

ECONOMIABOLIVIANA,(1985).

2)RegionalSurveyoftheVtjorld,p.112.

3)AgenciaEFE,p.46.

4)Golbert/Nun,p.496.

5)AgenciaEFE,p.49.

6)Id.,p.50.

7)Id.,p.46.

8)RegionalSurveyoftheWorld,p.117.

9}AgenciaEFE,p.50.

10}Id.,p.59.

11}Id.,p.54.

ボ リ ビア にお け る労 働 組 合 の脆 弱 性 の背 景

こうした背景的事情か ら も明 らかなように,ボ リビアでは,労 働政策 を含め

全体 の政策実行 さらに政治機構全 般 を統括 しているの は,ほ んの極少数人に過

ぎないのである1)。 しか も現在,こ うした少数の政策実行者た ちが実施する労

働政策 としては,労 働者福祉事 業 を中心 に労働 問題全般 にわた る幅広 い,し か

し表面的 な対策が検討 されてい るに過 ぎない。その際立 った制度 を列挙 すれば,

強制 的社会保障制度,医 療援助,企 業の資金負担 に よる児童教育,傷 病 に係 わ

る賠償金制度,労 働衛生,最 低賃金制度,特 に家族手当 と育児手 当を中心 とし

た各種の手 当,一 四 ヶ月分 の所得保障,労 働 時間の制限,婦 女子 お よび年少労

働者 の労働条件の規制,外 国人労働者の制限,企 業負担 による給与住宅,団 体
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交渉制度の確立 な どが挙げ られる。 しか しなが ら,現 状で は,こ れ らの制度 な

い し労働法規 は,充 分効果的に機能 してい るとはいい難 く,極 めて不充分 に,

しか も極端 に不平等 に運用 されてい るのである。 こうした背景 には,ボ リビァ

の労働組合 お よびその運動 の脆弱性が最大 の原因 となっていることが観察 し得

る。す なわち,現 段 階で まで,ボ リビアの労働組合 には,数 々の社会立法 を要

求 し,現 出 させ,か つそれ を適切 に操作 し得 るだけの実力が備 わっていないの

である。す なわち,現 存す る上述 の ような社 会機構お よび法律 は,あ くまで も

国家の側が,経 済政策 を重視 した各種 の対策の反射的利益 として打 ち出 した措

置 に過 ぎず,正 に労働基本権 を原理基盤 として構築 された ものではないのであ

る。 したが って,労 働組合 の側 としては,大 枠 的な目標 ない し方向性 をこの点

に設定すべ きである と思 われるが,現 実 には,未 だそ うした理論ない し基盤が

整備 されていないのである。その顕著 な例 としては,や や古 い ものであるが一

九五八年以降に頻発 した鉱山労働者 の労働争議iが挙 げ られ る。 この時,一 九五

八年 か ら一九六一年 まで,の べ に して約一〇〇万 日の労働 日が失われ,さ らに

一九六一年以降 は
,毎 週の ようにス トライキが断行 された ことが記録 されてい

る2)。 しか も,こ の時の闘争 の主要 目的 は,ス トライキを通 じての,現 状 を無

視 した賃金 の引 き上げにあ った。現在で もボ リビアの労働組合の重要 目的は,

賃金 問題な どの 目先の利益 に係 わる問題が中心である。

この他,都 市部以外の地域で は,旧 来の伝統的な社 会的,政 治的,経 済的価

値観 に支 えられた アシエ ンダの支配構 造が現存 してお り,労 働組合の支配が及

ばない地域が維持 されてい るとい う問題 も挙 げ られる3)。 また,こ うした旧来

の価値観 と相侯 って,農 業従事者の地理的分散,伝 達手段 の欠如,土 地所有者

の権力お よび富の集中化 に伴 う農業従事者 の未組織化 の問題 も挙 げ られ る4)。

ボ リビアの労働組合 は,こ うした政治的あるいは社会体制上の問題 につ いて,

未 だ強力 な影響力 を持ち得 てい ないのである。

1)Mally,RevolutionandDevelopmentinBolivia,p.285(1968)さ ら にGolbert/

Nun,p.479な どの 文 献 に よ れ ば,そ の割 合 は,全 人 口 の5%程 度 に過 ぎ な い 。

2}J.Magill,LABORUNIONSANDPOLITICALSOCIALIZATIONS:ACASE
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STUDYOFBOLIVIANWORKERS,P.47(1974).

3)Malloy,p.183.

4)Magill,p.54.

ま とめ

ラテ ン ・アメリカ各 国におけ る労働運動 は,ヨ ーロ ッパか らの移民労働者の

流入が大幅 に増加 した一九 四〇年代 か ら本格 的な形成期 に入 り,急 速 に進歩す

る兆 しをみせ始めた。 しか しその農開 に当って は,次 の ような困難 な問題点 を

内包 している ことを指摘 しなければならない。

その一つは,労 働組合 の健全 な発展 を助長す る社会的な背景が,未 だ に整備

されてい ないこ とである。ボ リビァ を通 しての現状か らも明 らかな ようにラテ

ン ・アメ リカ全体 を通 じて経済状態 および経済機構が立 ち遅れている こと,さ

らに使用者意識 だけでな く各国の政府 レベルで も未だに労働組合主義 に対す る

反感 ない し嫌悪感が存在 してい ること,し たが って必然的に労働 法 も政策的色

合 が濃 く前面 に押 し出 されてい ることが,こ の問題 をより複雑 な ものに してい

る と思 われ る。加 えて こうした状況 を打破すべ き労働者 の側 において も,高 度

な専 門性 を有 した強力な労働組合指導者 の絶対数の不足,教 育水準 の低 レベル

化 に伴 う社会全体の労働組合 お よびその運動 の必然性 に対する無知性が,労 働

組合結成 それ 自体 を も阻害 しているのである。正確 な実数 を示す こ とは困難で

あ り,や や古 い資料 に頼 らざるを得 ないが,一 九七二年現在 ラテ ン ・アメ リカ

全体 で約15%の 労働者が労働組合 に加入 している との報告がある1)。 上述 の よ

うな状況 にあ ってこの数値 は決 して少 な くない との評価 も可能であ るが,少 な

くともこれ以上に今後急激 にこの数が上昇する ことは困難であろ うと思 われ る。

す なわち労働組合が,労 働法の形成 に大 きな影響力 を持つのは現状 で は難 しい

と言わなければな らない。

もう0つ は,ラ テ ン ・アメリカの全体的な傾 向性 であるが,各 国固有 の性格

と現実 に根差 した労働法制度の実現 に向けての抜本的な対 策 を抜 きに して,福

祉事業推進の立法政策 を過度に打 ち出 している ことである。 もちろん こうした

立法の実施 は,各 国の経済状態 か ら考 えて も,ま た福祉事業の客体 となる国民
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の意識の成熟度 か ら考 えて も,可 及的速やか には不可能であ ることは明 らかで

ある。 しか し各 国が,労 働 者生活 の向上 を,運 用可能 な労働法 および労働組合

に期待す るのではな く,上 か らの恩恵 的な福祉政策に よって安易な方 向性 を採

用 しようとしていること,さ らにこの政策に よって労働組合 自体 を弱体 ・骨抜

きに しようとしてい ることに重大 な問題が存在 していると思 われる。各種 の福

祉政策 ない し福祉 立法 の実現 は,そ れ自体 国民生活 に とって重要 な意義 のある

こ とであ り,ま たこれ らが,国 家の労働政策や労働組合 の諸活動 と順行運動で

推進 され るな ら極 めて価値 的であ る。 しか し労働組合が充分 に機能 していない

現状での安易 な見切 り発車 は,労 働者団結 自体 の意義 を曖昧 にするだ けでな く,

労働者の組合 に対 する意識 をも希薄化 して しまう危険性す ら感 じられ る。 さら

にそれだけでな く,団 体交渉 それ 自体 の対象範 囲 を減少 させ る負の機能 を担当

す る恐 れす らあ ると思われる2)。

各国の政府 は,国 家の経済政策 を前面 に打 ち出 した観点か ら,多 く労働者の

賃金や商品 ・生産物の価格 を統制す る政策 を是 と している。労働組合側 も,急

激 に進行 してい るイ ンフレの上昇 の抜本的 な対策 に関す る取 り組みな ど,現 実

的かつ現状変革の推進力 となる巨視的な視点の大問題 か ら目を逸 らし,賃 金保

全 な どの副次 的な問題 に争点 を絞 っている傾 向にある。 これはす なわち従来の

ラテ ン ・アメ リカ全体の支配的傾 向であ った伝統主義 的温 情主義が,単 に福祉

国家的温 晴主義に変容 したに過 ぎない ことを意味 している と思 われ る。つ ま り

労働組合 も福祉 国家的温 情主義 に依存 し,自 らの行動 を放棄 し,労 働組合運動

の意義 を埋没 させ てい るのであ る。 このため温情主義が衰退 ない し変容す ると

きには,ま た国家がその方向性 を修正す る ときには,労 働者 の意識 あるいは労

働組合運動が高揚 し現実 の矛盾 や問題点 を積極 的に是正す るため に台頭す るの

で はな く,政 府 の役割が安易 に強化 されるのである3)。 ラテ ン ・アメ リカ諸国

の全体 的な傾 向性 として労働組合の体質 は,こ のように依存 的 ・追従的であ り,

この点 が特徴 の一つである とともに,最 大の問題点の一つで もあ る。

1}Davis,S./Goodman,L.,WORKERSANDMANAGERSINLATINAMERICA,

p.232(1972).
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2}Colbert/Nun,p.494.

3)Davis/Goodman,p.206.
、
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